
中国四国農政局

国有財産の一般競争入札案内書

（平成２４年４月２４日実施）

※本案内書は、入札の際は、ご持参願います。
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国有財産の一般競争入札案内書

国有財産を一般競争入札により、農業利用を目的として売払います。

１ 入札物件

入札物件は、別添「物件調書」（１２ページ）のとおりです。

２ 入札参加者に必要な資格及び参加方法

（１）入札参加者に必要な資格

農地法(昭和２７年法律第２２９号)第３条の許可を受けられる者であって、次の

いずれにも該当しない者であれば、どなたでも参加できます。

① 予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条及び第７１条の規

定に該当する者（契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者、

契約の履行に関して不正の行為をした者等）

② 国有財産法（昭和２３年法律第７３号）第１６条の規定に該当する者（国有財

産に関する事務に従事する職員）

③ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第２号に規定する暴力団及び警察当局から排除要請がある者

④ 中国四国農政局長が定める入札保証金を差し入れない者

（注）農地法、予算決算及び会計令、国有財産法については９～１０ページを参照し

てください。

（２）入札の参加方法

① 入札の参加に当たっては、「国有財産売払公示書」（４～５ページ）、「入札要

領」（６～８ページ）及び国有財産売買契約書（案）（２５～２７ページ）を十

分お読みの上、参加してください。

② 入札に参加を希望する者は、平成２４年３月９日、１７時までに「国有財

産売払一般競争入札参加申込書（以下「入札参加申込書」という。）」を中国四

国農政局経営･事業支援部構造改善課（〒 700-8532 岡山県岡山市北区下石井１

丁目４番１号、岡山第二合同庁舎８階）に、郵送又は持参の方法で提出して下さ

い。 問い合わせ先：（０８６）２２４－４５１１ 内線２４８８

③ 入札参加申込書には、申込者ご本人の印鑑登録済の印を押印の上、印鑑証明書

を添付して下さい。

④ 申込者が法人の場合は、代表役員氏名、事業内容及び代表者に制限のないこと

が確認できる現在事項一部証明書（法人登記簿抄本）を添付して下さい。

⑤ 入札参加申込書には、入札参加申込書の注意事項に記載の、農地法第３条の許

可を受けられる者であることを証明できる書類を必ず添付して下さい。

⑥ 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項（１１ページ）について、入札参

加申込書を提出する前に必ず確認し、入札参加申込書の提出をもってこれに同意

したものとします。

⑦ 入札参加資格の事前審査を行い、入札参加資格のない者と認められた場合には、

入札期日の１０日前までに入札に参加できない旨の通知を行います。
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３ 入札及び開札の日時及び場所等

（１）入札の日時及び場所

日 時 平成２４年４月２４日（火） １３時３０分から

場 所 愛媛県松野町大字松丸４５７番地
松野町山村開発町民センター １階研修室

（注）入札当日の受付は、入札の３０分前から行います。

なお、入札開始時間に遅れると入札に参加できませんので、ご注意下さい。

（２）開札の日時及び場所

入札締切後、直ちに開札します。

（３）落札者の決定方法

開札の結果、国の予定価格以上で最高の価格をもって入札した者を落札者と決定

します。

４ 入札日の持参品等

（１）委任状（本案内書２３ページ目に添付のものを使用して下さい。）

代理の方が入札に参加される場合には、委任者及び代理人の印鑑登録済の印を押

印した委任状を持参して下さい。この場合、代理人の印鑑証明書を添付して下さい。

なお、入札参加申込書の申込人であるご本人（共有とされる場合は共有者全員）

が入札に参加される場合は不要です。

（２）印鑑

入札参加申込書に押印したご本人の登録印鑑をお持ち下さい。

ただし、代理人が入札する場合はご本人（委任者）の印鑑は必要ありませんが、

代理人の方は委任状に押印したご自分の登録印鑑を持参して下さい。

（３）入札保証金

入札当日、入札金額の１００分の５以上の入札保証金の納付が必要です。

（注）イ 入札保証金は、現金で納付願います。

ロ 現金で入札保証金を納付する場合、該当する物件の保管金提出書（本案内書

２４ページ目に添付のものを使用して下さい。）に住所、氏名を記載して当日

持参してください。

ハ 落札者の入札保証金は国有財産売買契約書が提出されるまで還付しません

が、落札されなかった方の入札保証金は入札終了後、保証金を納付したとき発

行した受領証書と引換えに速やかに還付します。

（４）収入印紙

入札保証金を還付するときその受領証書に貼付していただきますので、２００円

の収入印紙をご用意下さい。

ただし、印紙税法上の非課税法人又は個人で営業に関しないものの場合は必要あ

りません。
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（５）契約保証金

落札者は、落札後、直ちに落札金額の１００分の１０以上（円未満切上げ）に相

当する契約保証金の納付が必要です。

（注） 契約保証金は、現金で納付願います。

（６）筆記用具

黒のボールペン又は万年筆

５ 契約の締結及び売払対価の納入等

（１）落札者は、落札後、直ちに契約保証金として落札金額の１００分の１０以上（円未

満切上げ）に相当する金額を現金により納めなければなりません。

ただし、落札者からの申し出により落札者に払い戻すべき入札保証金を契約保証金

の一部に振り替えることができます。

（２）落札者が、落札後国有財産売買契約書を中国四国農政局長に提出しないときは、そ

の落札は無効となり入札保証金は国庫に帰属することになりますので、ご注意下さい。

（３）落札者の契約保証金は、落札者から国有財産売買契約書が提出され、後日、国から

国有財産売買契約書の締結後、同契約書に定めた所定期日（発行日から２０日以内）

までに売払対価が納入された場合に還付します。

ただし、落札者からの申し出により落札者に払い戻すべき契約保証金を売払対価の

一部に振り替えることができます。

（４）国有財産売買契約書の締結後、同契約書に定めた所定期日（発行日から２０日以内）

までに売払対価が納入されないときは、契約保証金は国庫に帰属することになります

ので、ご注意下さい。

（注）売払対価の分割納入はできません。

６ 所有権の移転等

（１）売払対価を納付したときに所有権の移転があったものとし、売払物件を引き渡した

ものとします。

（２）所有権の移転登記は、売払物件の引き渡し後、国が行います。

（３）所有権の移転登記に必要な登録免許税は、落札者の負担となります。

７ 契約内容の公表

契約締結したものについては、その契約内容（物件所在地、区分・数量、契約年月

日、契約金額、個人・法人の区分。なお、法人にあっては業種を付記する。）を公表

することになります。

なお、契約金額については、同意を得た上で公表することになります。


